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平成25年金融商品取引法の改正に伴う上場制度等の整備について 

平成26年２月26日 

株式会社名古屋証券取引所 

Ⅰ．趣 旨 

「金融商品取引法等の一部を改正する法律」（平成２５年法律第４５号）において、公募増資インサイダー取引事案等を踏まえた対応とし

て、インサイダー取引規制について会社関係者による情報伝達・取引推奨行為に対する規制が導入されることを踏まえ、当取引所は、上場会

社及び取引参加者に情報管理体制の整備を求めることとし、その他所要の改正を行うこととします。 

 

Ⅱ．概 要 

項 目 内   容 備   考 

１．内部者取引等の未然

防止に向けた体制整備 

・上場会社は、上場会社の役職員による未公表の重要事実等の情

報伝達行為等を未然防止する体制の整備に努めるものとしま

す。 

 

 

・取引参加者は、法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図る

ため必要かつ適切な管理体制を整備するものとします。 

・企業行動規範の「望まれる事項」として規定

します。 

・未公表の重要事実等の情報伝達行為等とは、

改正法第１６７条の２第１項及び第２項に規

定される行為を指します。 

２．取引所への報告事項

の追加 

 

 

・取引参加者は、行政官庁、金融商品取引業協会等の処分により

改善策等を報告した場合には、その内容を取引所に報告するも

のとします。 

 

 

 

 

Ⅲ．実施時期（予定） 

・平成26年４月１日から施行します。 

以 上 


